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江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
竹
簡
―
と
く
に
〓
年
律
合

に
関
し
下
―

は

じ

め

に

湖
北
省
江
陵
県
の
荊
州
城
の
西
二
魅
の
地
点
の
張
家
山

一
帯
に
は
、
東
周
時

代
か
ら
秦
漢
時
代
に
い
た
る

一
群
の
墓
が
点
在
し
て
お
り
、　
一
九
八
〇
年
後
半

の
三
度
に
分
け
て
の
発
掘
調
査
か
ら
、
注
目
す
べ
き
内
容
と
分
量
の
竹
簡
が
出

土
し
た
。

一
度
は
、　
一
九
人
三
年
か
ら

一
九
人
四
年
に
か
け
て
、
二
四
七
号
墓

。
二
四

九
号
墓

。
二
五
人
号
墓
の
三
基
の
墓
か
ら
漢
律
、
奏
識
書
、
蓋
麿
、
引
書
、
脈

書
、
算
数
書
、
二
四
九
号
墓
か
ら
は
日
書

・
暦
書

・
遣
策
が
、
ま
た
二
五
人
号

墓
か
ら
は
暦
書
が
そ
れ
ぞ
れ
出
土
し
（起
。

三
度
目
は
、　
一
九
八
五
年
か
ら

一
九
八
八
年
に
か
け
て
、
三
二
七
号
墓

・
三

三
六
号
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
三
三
七
号
墓
か
ら
は
日
書
三
〇
〇
余
枚
、

三
三
六
号
墓
か
ら
は
、
功
令

（
一
八
四
枚
）、
病
書

（九
三
枚
）、
「盗
踊
」
（四
四

枚
）、
暦
譜

（七
〇
枚
）、
漢
律
十
五
種

命
一一七
二
枚
）、
遣
策

（五
六
枚
）、
内
容

不
明
簡

（
一
〇
枚
）
が
見
つ
か
っ
た
。
全
文
物
』
一
九
九
一
一―
（足
）

谷

二
四
七
号
墓
出
土
簡
に
つ
い
て
い
え
ば
、
二
〇
〇

一
年
に
上
に
あ
げ
た
人
種

類
の
竹
簡
の
図
版

・
釈
文
が
発
表
さ
れ
た
が
、
三
二
七
号
墓

。
三
三
六
号
墓
出

土
簡
は
、
『文
物
』
に
そ
の
一
部
が
発
表
さ
れ
た
だ
け
で
、
大
半
は
未
発
表
で

あ
る
。

本
稿
で
は
、
二
四
七
号
墓
出
土
の
簡
、
と
り
わ
け

「
二
年
律
令
」
と
称
さ
れ

て
い
る
五
〇
〇
余
枚
の
竹
簡
に
関
し
て
、
出
土
情
況
、
簡
の
内
容
、
現
時
点
で

の
問
題
点
、
さ
ら
に
今
後
、
こ
の
竹
簡
を
資
料
に
し
て
研
究
を
進
め
て
い
く
上

で
、
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
を
取
り
上
げ
よ
（尭
。

第

一
章
　
出
土
情
況

二
四
七
号
墓
は
、
長
さ
三

・
四
五
ｍ
×
幅

一
・
五
人
ｍ
×
深
さ
一
・
二
ｍ
の

竪
穴
式
上
坑
墓
で
、
惇
と
構
を
備
え
、
惇
の
大
き
さ
は
、
三

・
二
九
ｍ
×
一
・

四
〇
ｍ
×
一
・
一
五
ｍ
、
構
は
一
。
九
〇
ｍ
×
○
・
六
〇
ｍ
×
○
・
六
六
ｍ
で

あ
る
。

竹
簡
は
、
二
箇
所
に
置
か
れ
て
お
り
、　
一
所
は
頭
部
の
箱
の
中
、
梅
の
西
側

冨

至



の
板
に
接
し
た
底
の
部
に
、
も
う

一
所
は
、
偉
の
南
側
の
底
部
に
、
竹
製
の
箱

の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
竹
笥
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
（
１
）
暦
書

（
２
）
漢
律

（
３
）
奏
認
書

（
４
）
脈
書

（
５
）
算
数
書

（
６
）
蓋
鷹

（
７
）

引
書
の
七
種
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
に
、
惇
室
西
側
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、

遣
策
で
あ
っ
た
。
二
箇
所
と
も
、
惇
内
に
流
入
し
て
き
た
泥
土
と
他
の
副
葬
品

に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
竹
簡
は
破
損
さ
れ
て
い
た
。
竹
笥
の
蓋
は
す
で
に
無
い
。

七
種
の
竹
簡
は
、
そ
の
堆
積
の
状
況
か
ら
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
編
綴
さ
れ

て
、
（
１
）
か
ら

（
７
）
の
順
に
下
に
向
か
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
上

部
に
位
置
す
る
簡
の
方
が
破
損
が
ひ
ど
い
。

二
四
七
号
墓
の
出
土
竹
簡
の
図
版
と
釈
文
、
お
よ
び
発
掘
報
告
は
、
『張
家

山
漢
墓
竹
簡

［二
四
七
］
号
墓
』
０
一〇
〇
一　
中
華
書
局
）
で
発
表
さ
れ
た
。

そ
こ
に
は
、
付
録
と
し
て

「竹
簡
整
理
号
対
照
表
」
と
と
も
に
、
「竹
簡
出
土

位
置
示
意
図
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
出
土
時
点
で
の
竹
簡
の
配
置

を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る

（図
１
１
図
３
）。
こ
う
い
っ
た
類
の
図
は
、
張
家
山

竹
簡
に
先
立
ち
、
ヨ
言夢
睡
虎
地
竹
簡
』
全

九
八
一　
文
物
出
版
社
）
に
お
い
て
、

発
見
さ
れ
た
睡
虎
地
秦
簡
の
う
ち
、
「編
年
記
」
と
称
さ
れ
る
五
三
簡
の
出
土

状
況
を
示
し
た
示
意
図
が
あ
り
、
ま
た
、　
一
九
八
九
年
に
出
土
し
た
雲
夢
龍
商

秦
簡
に
つ
い
て
の
報
告
書
で
あ
る
中
国
文
物
研
究
所

。
湖
北
省
文
物
研
究
所
編

『龍
尚
秦
簡
』
全
一〇
〇
一　
中
華
書
局
）
に
も
同
じ
よ
う
な
出
土
時
点
で
の
簡

の
配
置
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
不
意
図
に
関
し
て
は
以
下
の
章
、
特
に

二
年
律
令
に
つ
い
て
詳
述
す
る
時
に
、
改
め
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
、
七
種
の
竹
簡
の
詳
細
を
表
に
し
て
示
し
て
お
こ
う
。

表
に
あ
げ
た
七
種
類
の
竹
街
は
、
別
の
所
、
つ
ま
り
惇
の
西
側
に
置
か
れ
て

い
た
四

一
枚
の
遣
策
に
、
「図
嚢

一　
豊
呈

笥
」
（簡
番
号
三
四
）
と
記
さ
れ
た

副
葬
品
に
相
当
す
る
に
相
違
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
で
、
我
々
は
次
の
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
何
故
、
「書

一
笥
」
の
竹
簡
と
遣
策
簡
は
異
な
っ
た
場
所
に
置
か
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
遣
策
の
四

一
本
は
、
コ

笥
」
の
中
に
含
ま
れ
な

（
こ

引
書

（
６
）蓋
底

（
５
）算
数
書

（
４
）
脈
書

（
３
）奏
誡
書

（
２
）
二
年
律
令

（
１
）暦
譜

竹

簡

名

称

三
〇
ｔ
三
〇

・
五

三
〇
―
三
〇

・
五

二
九

・
六
―
三
〇

・
三

三
四

・
四
―
三
四

・
六

二

八

・
六

―

三

〇

・

一

一
一一
一 長

　

さ

（
伽
）

一
一
二

五

五

一
九
〇
エハ
エハ

三
二
人

五
一

八

枚

数

先
頭
簡
の
背
面
に

「引
書
」

と
あ
り
。

最
終
簡
の
背
面
に

「蓋
麿
」

と
あ
り
。

「相
乗
」
章
の
背
面
に

「算

数
書
」
と
あ
り
。

先
頭
簡
の
背
面
に

「脈
書
」

と
あ
り
。

最
終
簡
背
面
に

「奏
認
書
」

と
あ
り
。

先
頭
簡
背
面
に
コ
一年
律
令
」
。

別
に
、
「律
令
二
十
□
種
」

な
る
簡
あ
り
。

表
題
な
し 表
　
題
　
等
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か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
笥
の
中
に
納
め
ら
れ
た
竹
簡
と
、
遣
策
の
竹
簡
は
そ

の
用
途
、
役
割
を
異
に
す
る
と
い
っ
た
理
由
か
ら
な
の
か
。

第
二
章
　
「
二
年
律
令
」
の
復
元
と
内
容

こ
こ
で
は
、
二
四
七
号
墓
か
ら
出
土
し
た
所
謂

「二
年
律
令
」
に
つ
い
て
論

述
す
る
。

五
二
六
本
か
ら
な
る
こ
の
竹
簡
は
、
漠
代
初
期
の
律
と
令
の
条
文
で
あ
り
、

賊
律

・
盗
律

・
具
律

。
告
律

・
捕
律

・
亡
律

・
収
律

・
株
律

。
銭
律

・
置
克

律

・
均
輸
律

・
伝
食
律

・
田
律

・
□
市
律

・
行
書
律

。
復
律

。
賜
律

・
戸
律

。

敷
律

・
偉
律

・
置
後
律

・
爵
律

・
興
律

・
徳
律

・
金
布
律

。
秩
律

・
史
律
の
二

七
種
の
律
と
、
津
関
令
と
称
す
る
令
か
ら
な
る
。
そ
れ
ら
二
人
種
の
律

・
令
の

名
を
記
し
た
簡
、
例
え
ば

「■
盗
律
」
な
ど
と
書
し
た
単
独
簡
が
そ
れ
ぞ
れ
出

土
し
て
お
り
、
ま
た
別
に
、
「律
令
二
十
□
種
」
（簡
番
号
五
二
六
。
以
下
、
竹
簡

に
付
し
た
簡
番
号
は
、
『張
家
山
漠
墓
竹
簡

［二
四
七
］
号
墓
』
（中
華
書
局
　
一
一〇
〇

一
）
が
有
す
る
番
号
で
あ
る
）
と
い
っ
た
簡
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。

図 1 竹簡出上位置示意図



律
令
の
名
が
記
さ
れ
た
簡
は
、
単
独
簡
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
頭
に
は

「■
」
の
印
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
簡
は
律
令
の
名
称
を
記
し
た

標
題
簡
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

「律
令
二
十
□
種
」
と
記
さ
れ
た
第
五
二
六
簡
は
、
コ
一十
」
の
下
が
不
鮮

明
で
あ
り
、
慎
重
に
言
え
ば
本
来
存
在
し
て
い
た

一
本
の
標
題
簡
が
失
わ
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
「律
令
二
十
九
種
」
と
な
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
が
、

以
下
の
行
論
で
は
、
確
認
で
き
た
標
題
簡
が
二
十
八
種
類
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「律
令
二
十
人
種
」
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
そ
の
二
十
八
種
類
の
律
令
は
、
綴
じ
紐
が
切
れ
て
散
乱
し
た
状
態
で

出
上
し
た
。
張
家
山
二
四
七
号
墓
竹
街
整
理
小
組

（以
下

「整
理
小
組
」
と
略

称
）
は
、
出
上
の
位
置
と
内
容
を
も
と
に
こ
の
バ
ラ
バ
ラ
の
五
二
六
本
を
賊
律

か
ら
史
律
の
二
七
種
の
律
と
津
関
令
に
分
配
、
配
列
し
た
。
『張
家
山
漠
墓
竹

簡

［二
四
七
］
号
墓
』
の

「
二
年
律
令
」
に
掲
載
さ
れ
た
釈
文
と
注
釈
は
、
そ

の
成
果
に
他
な
ら
な
い
。

釈
読

一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
誠
に
骨
の
折
れ
る
作
業
で
あ
り
、
し

か
も
出
土
の
簡
は
保
存
状
態
が
極
め
て
悪
く
、
水
に
つ
か
つ
て
湾
山
し
て
い
た

も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
条
件
で
、
五
二
六
本
の
簡
全

て
に
整
合
性
を
も
た
せ
て
、
元
の
冊
書
に
復
原
し
た
整
理
小
組
の
労
に
対
し
て

は
、
惜
し
み
な
い
敬
意
と
贅
辞
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
瑕
瑾
を
と
り
あ
げ
て

批
判
す
る
こ
と
は
、
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
の
研
究

の
進
展
の
た
め
に
、
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
を
以
下
に
述
べ
て
お
き

た
い
。

（１
）
示
意
図
に
つ
い
て

竹
笥
の
中
の
竹
簡
群
は
、
Ａ
ｌ
Ｉ
の
九
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
、
さ

ら
に
ア
ル
フ
ア
ベ
ッ
ト
の
下
に
出
土
番
号
が
ふ
ら
れ
た
。
Ａ
は
、
空
白
木
積
、

Ｂ
…
暦
譜
、
Ｃ
と
Ｆ
…
二
年
律
令
、
Ｄ
…
脈
書
、
Ｅ
…
奏
隷
書
、
Ｇ
…
蓋
麿
、

Ｈ
…
算
数
書
、
Ｉ
…
引
書
で
あ
り
、
Ａ

・
Ｃ

・
Ｆ
以
外
は
編
綴
さ
れ
て
い
た
そ

れ
ぞ
れ
の
単
位
に
相
い
応
じ
て
い
る
。
示
意
図
か
ら
想
像
す
る
に
、
ま
と
ま
っ

て
収
納
さ
れ
て
い
た
五
二
六
本
の
簡
が
、
お
し
つ
ぶ
さ
れ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、

さ
ら
に
分
断
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
た
の
だ
ろ
う
。
図
２
が
Ｃ
群
、
図
３
が
Ｆ

群
部
分
の
示
意
図
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
土
番
号
と
簡
番
号
の
対
照
表

を
参
考
に
し
て
、
示
意
図
の
上
で
各
簡
の
位
置
を
検
討
す
る
こ
と
で
簡
の
接
続
、

全
体
の
構
成
が
判
明
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
図
は
大
変
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
若
干
の
不
可
解
さ
、
疑
念
が
生
じ
、
そ
れ
が
混
乱
を
来
し
た

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

・
　
示
意
図
は
、
ス
ケ
ー
ル
が
入
っ
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
全
体
が
ど
れ
く

ら
い
の
大
き
さ
を
も
つ
た
塊
で
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。

・■
　
図
示
さ
れ
て
い
る
簡
は
、
横
に
切
っ
た
断
面
つ
ま
り
木
口
が
描
か
れ
て

い
る
と
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
上
か
ら
見
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と

も
下
か
ら
の
配
置
な
の
か
説
明
が
な
い
。
Ｃ

・
Ｆ
群
の
二
年
律
令
は
、

最
終
巻
か
ら
先
頭
簡
に
向
か
っ
て
収
巻
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
出

土
号
の
Ｃ
ｌ
、
Ｃ
２
、
Ｃ
３
は
左
か
ら
右
に
並
ん
で
い
る
こ
と

（先
頭
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図 3 同示意図 (部分)F群

簡
の
背
面
に
標
題
が
書
か
れ
て
い
る
）、
津
関
令
な
る
令
は
律
に
続
く
も
の

で
あ
り
、
津
関
令
の
各
簡
が
示
意
図
で
は
お
お
む
ね
右
回
り
に
令
の
条

文
が
並
ん
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
勘
柔
す
れ
ば
こ
の
図
は
天

地
が
逆
で
な
い
限
り
下
か
ら
見
た
図
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

大
川
俊
隆

「
『算
数
書
』
研
究
会
訪
中
報
告
（誕
」
に
は
、
発
掘
責
任

者
で
あ
る
シ
浩
氏
の

「張
家
山
漢
簡

（算
数
圭
ｅ

の
整
理
作
業
の
要
点

に
関
す
る
説
明
」
（八
六
十
八
七
頁
）
が
翻
訳
さ
れ
、
示
意
図
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

―
―
大
量
の
泥
土
の
長
期
に
わ
た
る
圧
迫
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
竹
簡

は
す
で
に
薄
く
な
り
、
か
つ
互
い
に
強
く
密
着
し
て
い
た
。
外
側
か
ら

見
て
、
こ
の
竹
簡
の
堆
積
は
幾
つ
か
の
小
群
の
竹
簡
よ
り
成

っ
て
い
る

の
が
大
体
見
て
取
れ
た
。
資
料
の
初
期
状
況
を
保
存
す
る
た
め
に
、
ま

た
今
後
の
研
究
に
根
拠
を
提
供
す
る
た
め
に
、
我
々
は
竹
簡
の
堆
積
の

頭
端

（あ
る
い
は
末
端
）
の
正
投
影
図

（竹
簡
位
置
図
と
も
称
す
る
）
を
比



江陵張家山二四七号墓出土竹簡

111IV

例
に
基
づ
い
て
構
き
、
各
々
の
竹
簡
の
位
置
お
よ
び
相
対
的
位
置
を
明

確
に
し
た
。

言
う
と
こ
ろ
の

「頭
端
」
と
は
、
頭
部

（上
部
）
の
木
口
と
い
う
意

味
だ
ろ
う
。
「比
例
に
基
づ
き
描
く
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か

今
ひ
と
つ
理
解
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
出
土
時
に
は
、
簡
は
逆
に
な
っ

た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
お
り
、
上
部
、
下
部
と
い
う
よ
う
に

は
、
区
別
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

平
面
図
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
致
し
方
な
い
こ
と
だ
が
、
立
体
的

な
出
土
の
配
置
が
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
簡
が
上
下
に
重
な
り
、
交
え

し
て
い
た
状
態
が
つ
か
め
な
い
の
で
あ
る
。
平
面
図
で
は
、
離
れ
て
描

か
れ
て
い
る
が
、
立
体
的
に
み
れ
ば
、
隣
接
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

出
土
対
照
表
に
誤
り
が
あ
り
、　
一
つ
の
出
土
号
が
複
数
の
街
に
記
さ
れ

て
い
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
Ｃ
ｌ
は
二
つ
あ
る
。
ま
た
出
土
号
に
付
け
ら

れ
て
い
る
Ａ
、
Ｂ
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
不
明
で
あ
る
。

出
土
番
号
を
持
た
な
い
簡
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
簡
番
号
五
二
六
街

「律
令
二
十
□
種
」
で
あ
る
。
こ
の
簡
は
五
二
六
本
の
律
令
の
性
格
、

律
令
全
体
が
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
を
決
め
る
う
え
で
極
め
て
重
要

な
街
で
あ
る
。
か
り
に
こ
れ
が
先
頭
に
位
置
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
五

〇
〇
余
本
の
冊
書
の
表
題
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
が
最
後
に
置
か

れ
て
い
た
な
ら
ば
、
先
頭
に
置
か
れ
て
い
た

「
二
年
律
令
」
と
い
う
表

題
と
ど
う
関
係
づ
け
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。

以
上
は
、
示
意
図
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
簡
の
配

列
に
か
ん
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（２
）
簡
の
配
列
に
つ
い
て

整
理
小
組
は
、
出
土
状
況
と
簡
文
の
内
容
か
ら
五
二
六
本
を
賊
律
か
ら
史
律

に
お
よ
ぶ
二
七
の
律
と
津
関
令
に
分
類

・
配
列
し
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
そ
れ
は
誠
に
も

つ
て
骨
の
折
れ
る
作
業
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
断
簡
で

あ
れ
、
ど
こ
か
に
配
置
せ
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、
無
理
を
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
已
む
を
得
な
い
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、　
一
旦
そ
う
し

て
配
列
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
整
理
小
組
の
仮
説
が
確
定
し
て
し
ま
い
、
確
定
し

た
不
動
の
法
規
と
し
て
そ
れ
に
基
づ
き
各
種
の
考
証
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
誠
に
危
う
い
こ
と
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

配
列
の
問
題
は
、
お
お
む
ね

【
Ｉ
】
簡
と
簡
の
繋
が
り
、
【
Ⅱ
】
断
簡
の
処

理
、
【
Ⅲ
】
律
令
の
ど
こ
に
所
属
す
る
の
か
の
三
点
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
場
合
に
関
し
て
例
を
示
そ
う
。

【
Ｉ
】
簡
と
簡
の
接
続

例
①
　
簡
番
号

一
〇
二

（出
土
番
号
Ｃ
４０
）
　

十
　
一
〇
三

（Ｆ
血
）

縣
道
官
守
丞
母
得
断
獄
及
隷
。
相
國
、
御
史
及
二
千
石
官
所
置
守
、

若
丞
鋏
、
令

一
尉
烏
守
丞
、
皆
得
断
獄
、
隷
獄
、

皆
令
監
臨
卑
官
、
而
勿
令
坐
官
。

事
営
治
論
者
、
其
令
、
長
、
丞
或
行
郷
官
視
乞
事
、
不
存
、
及
病
、

恨
克
、

〇
二

〇
三

而
非



出
縣
道
界
也
、
及
諸
都
官
令
、
長
、
丞
行
離
官
有
乞
事
、　
一
〇
四

具
律
の
条
文
。　
一
〇
二
簡
の
最
後
の
二
字

「識
獄
」
に
つ
い
て
、
「識
」
と

「獄
」
の
間
に
は
、
「
Ｖ
」
の
印
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
印
は
、
何
ら
か
の

事
由
で
文
章
が
そ
こ
で

一
旦
切
れ
る
こ
と
を
示
す
表
示
と
考
え
ら
れ
る
。
条
文

の
は
じ
め
に

「母
得
断
獄
及
誡
」
（断
獄
及
び
詠
を
得
る
な
か
れ
）
と
あ
り
、
「皆

得
断
獄
、
誡
」
（皆
な
断
獄
、
識
を
得
る
）
は
そ
れ
と
対
置
す
る
文
言
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
こ
の
条
文
は
獄
の
間
で
断
句
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、

「獄
皆
令
監
臨
卑
官
…
…
」
と
い
う
文
章
と
な
り
、
意
味
が
通
ら
な
い
。
む
し

ろ
次
の

一
〇
四
簡
が

一
〇
二
簡
に
続
き
、
「獄
事
営
治
論
者
」
（獄
事
の
当
に
治

論
す
べ
き
は
、
・・・・↓

と
見
た
方
が
合
理
的
に
解
釈
で
き
る
。
し
か
も

一
〇
四
簡

は
Ｃ
４２
の
出
土
番
号
で
あ
り
、　
一
〇
二
簡
と
隣
接
し
て
出
土
し
て
い
る
。

例
②

簡
番
号
二
六
九

（Ｆ
ｌ７９
）
十
二
七
〇

（Ｃ
ｌ９３
）

後
致
及
有
偉
送
、
若
諸
有
期
含
而
失
期
、
乏
事
、
罰
金
二
雨
。
非
乏
事
也
、

及
書
已
具
、
留
弗
行
、
行
書
而
留
過
旬
、
皆
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
ハ
九

盈

一
日
罰
金
二
雨
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
〇

こ
の
二
簡
も
出
土
場
所
が
離
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
い
ま
仮
に
二
簡
二
六
九

と
二
七
〇
が
連
続
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、

（Ａ
）
期
日
に
遅
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
公
務
に
支
障
を
き
た
し
た
と
き
↓
罰
金

二
両
（Ｂ
）
公
務
に
支
障
を
来
さ
な
か
っ
た
、
お
よ
び
十
日
以
上
留
め
置
い
た
時
↓

罰
金
二
両

公
務
に
支
障
を
来
す

（Ａ
）
と
、
そ
う
で
は
な
い

（Ｂ
）
と
が
同
じ
量
刑
と

な
り
矛
盾
す
る
。
お
よ
び

「過
句
／

皆
盈

一
日
」
つ
ま
り

「旬
を
す
ぎ
る
こ

と
、　
一
日
を
満
た
す
」
と
い
う
条
文
内
容
は
、
理
解
し
が
た
く
、
し
た
が
つ
て

二
六
九
簡
と
二
七
〇
街
は
接
続
し
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

な
お
、
簡
と
簡
と
の
接
続
で
最
も
頭
を
悩
ま
す
の
が
津
関
令
の
配
列
で
あ
り

す
で
に
整
理
小
組
と
は
全
く
異
な
る
配
列
を
提
示
し
た
論
文
も
発
表
さ
れ
て
い

（５
）
Ｚ
Ｏ
。【Ｈ

】
断
簡
の
処
理

完
全
な
簡
で
内
容
か
ら
そ
れ
が
連
続
し
た
も
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
を
判

断
で
き
る
も
の
と
は
異
な
り
、
わ
ず
か
し
か
文
字
が
残

っ
て
い
な
い
簡
を
ど
の

律
に
組
み
入
れ
、
ど
の
条
文
に
接
続
さ
せ
る
か
は
、
誠
に
も
っ
て
難
し
い
作
業

で
あ
る
。

例
③
　
簡
番
号
四
四

（Ｆ
ｌ８６
Ｂ
ヽ
Ｆ
・
Ｂ
）
十
四
五

（Ｃ
２７０
）

母
妻
子
者
、
棄
市
。
其
憚
主
而
謁
殺
之
、
亦
棄
市
、
謁
斬
若
刑
、
烏
斬
、

刑
之
。
其
臭
訴
詈
主
、
主
父
母
妻
　
　
　
　
　
四
四

（Ｆ
劇
Ｂ
、
Ｆ
ｌ
Ｂ
）

図
□
□
□
者
、
以
賊
論
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五

（Ｃ
２７０
）

整
理
小
組
は
、
四
四
簡
と
四
五
簡
を
賊
律
の
一
条
と
し
て
配
列
し
て
い
る
。

四
五
簡
の

「論
之
」
以
下
は
、
破
損
し
て
お
ら
ず
、
余
白
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
簡
が
あ
る
条
文
の
末
尾
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た

「者
」
よ
り
上
部
は
、
五
字
か
ら
三
字
書
か
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
破

損
し
て
い
る
。
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呆
た
し
て
四
五
簡
が
四
四
簡
に
繁
が
る
の
か
、
四
四
簡
は
Ｆ
群
か
ら
出
土
し

て
お
り

（な
ぜ
こ
こ
で
Ｆ
ｌ８６

と
Ｆ
・
の
二
つ
の
出
土
番
号
を
有
す
る
の
か
、
ま
た
Ｂ

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
は
っ
き
り
と
し
た
説
明
は
な
い
）、
Ｃ
２７０
の
出
土
呑
号
を
付

け
ら
れ
て
い
る
四
四
簡
と
は
、
離
れ
て
お
り
、
ま
た
内
容
の
面
で
も
わ
ず
か
五

字
を
残
す
四
五
簡
と
の
関
係
は
決
め
手
に
欠
け
る
。
「以
賊
論
之
」
は

「賊
と

し
て
之
を
論
断
す
る
」
と
い
う
論
断
の
基
準
を
示
す
常
套
句
な
の
だ
が
、
い
ま

四
四
簡
に
繋
げ
て

一
連
の
も
の
と
す
れ
ば
、
「其
臭
訴
詈
主
、
主
父
母
妻
」
が

「賊
」
と
確
定
し
て
し
ま
う
。
四
四
、
四
五
は

一
応
切
り
離
し
て
お
く
方
が
無

難
で
あ
ろ
う
。

例
④
　
簡
呑
号

一
六
四

城
旦
春
亡
、
縣
、
復
城
旦
春
。
鬼
薪
白
築
也
、
皆
笞
百
。　
　
　
　
三
ハ
四

整
理
小
組
は

一
本
の
簡
と
し
て
釈
読
を
施
し
て
い
る
が
、
図
版
を
み
れ
ば
、

「鬼
薪
」
と

「白
築
」
の
間
で
簡
が
切
断
し
て
い
る
。
二
本
の
頭
部
と
底
部
は

破
損
し
て
は
い
な
い
が
、
全
体
の
長
さ
か
ら
み
て
断
片
二
本
を
繋
い
で
も
短
す

ぎ
、
二
本
を
繋
い
で

一
本
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

内
容
の
上
で
見
れ
ば
、
城
旦
春
の
逃
亡
罪
は
縣
刑
を
施
し
、
城
旦
の
服
役
に

復
す
る
。
鬼
薪
白
築
の
場
合
は
、
笞
百
と
な
る
と
、
次
に
挙
げ
る
九

一
簡
、　
一

二
〇
簡
な
ど
の
規
定
と
照
ら
し
て
、
「笞
百
」
の
量
刑
は
軽
す
ぎ
る
。

烏
城
旦
春
。
城
旦
春
有
罪
耐
以
上
、
縣
之
。
其
有
贖
罪
以
下
、
及
老
小
不

営
刑
、
刑
蓋
者
、
皆
笞
百
。
城
旦
刑
轟
而
盗
戒
百

一
十
錢
以
上
、
若
賊
傷

人
及
殺
人
、
而
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

一

鬼
薪
白
粂
有
耐
罪
到
完
城
旦
春
罪
、
獣
以
烏
城
旦
春
、
其
有
贖
罪
以
下
、

笞
百
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〓

一〇

【
Ⅲ
】
律
令
各
編
の
所
属

例
⑤
　
簡
番
号
三
人
簡

（Ｆ
ｌ３７
）

賊
殺
傷
父
母
、
牧
殺
父
母
、
欧
詈
父
母
、
父
母
告
子
不
孝
、
其
妻
子
角
収

者
、
皆
錮
、
令
母
得
以
爵
償
、
免
除
及
贖
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
人

三
人
簡
は
、
賊
律
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
の

「賊
殺
傷
父
母
」
を

根
拠
に
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
「其
妻
子
篤
収
者
」
に
着
目
す
れ
ば
、
こ
れ

を
収
律
に
分
類
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
出
土
番
号
は
、
Ｆ
ｌ３７
で
Ｆ
群
に
属

し
、
収
律
の
い
く
つ
か
の
簡
、
た
と
え
ば

一
人
○

（Ｆ
ｌ４８
）ヽ
　
一
人

一
（Ｆ
ｌ４３
）、

一
七
八

（Ｆ
ｌ４６
）
は
三
人
簡
に
隣
接
し
て
出
土
し
て
い
る
。

例
⑥
　
簡
番
号
二
六
九

（Ｆ
悧
）
十
二
七
〇

（Ｃ
硼
）

二
六
九
衛
と
二
七
〇
簡
が
接
続
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
無
理
が
あ
る
と
す

で
に
述
べ
た
が
、
二
六
九
簡
が
果
た
し
て
行
書
律
の
条
文
な
の
か
、
出
土
位
置

Ｆ
‐７９
か
ら
す
れ
ば
疑
間
が
残
る
。
伝
食
律
も
し
く
は
得
律
の
可
能
性
も
あ
ろ
（た
。

な
べ
て
、
各
簡
が
ど
の
律
に
属
す
る
の
か
を
決
定
す
る
に
は
、
表
題
簡
を
含

め
て
連
続
し
た
出
土
位
置
を
も

つ
て
出
土
し
、
各
簡
が
内
容
の
面
で
合
理
的
な

連
続
性
を
有
す
る
、
こ
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
決
め
手
に

欠
け
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
例
⑤
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
「賊
」
や

「盗
」
と
い
う
語
が
簡
文
に
確
認
さ
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が

「賊
律
」

「盗
律
」
の
一
条
で
あ
る
と
は
、
墓
も
言
え
な
い
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。



第
三
章
　
「
二
年
律
令
」

の
性
格

Ｉ
　
「
二
年
律
令
」
と
い
う
名
称
に
関
し
て

五
二
七
本
か
ら
な
る
律
令
が

「
二
年
律
令
」
と
の
呼
称
を
も
っ
て
い
る
の
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
先
頭
簡

（簡
番
号
こ

の
裏
面
に

「
二
年
律
令
」
と

い
う
表
題
と
思
し
き
も
の
が
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
表
題
の
表

記
に
関
し
て
、
二
四
七
号
墓
の
竹
笥
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
た
七
種
類
の
冊
書

全
体
に
注
目
す
れ
ば
、
２３６
頁
の
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
表
題
が
先
頭
簡
の
背
面

と
最
終
簡
の
背
面
に
記
さ
れ
た
冊
書
に
分
け
ら
れ
（従
。

同
じ
背
面
で
も
先
頭
簡
と
最
終
簡
と
で
は
ど
の
様
な
相
異
が
そ
こ
に
あ
る
の

か
、
か
つ
て
私
は
そ
こ
に
同
じ
冊
書
で
あ
っ
て
も
フ
ア
イ
ル
と
書
物
の
違
い
が

（
８
）

あ
る
と
言
っ
た
が
、
二
四
七
号
墓
出
土
の
七
種
類
の
冊
書
に
関
し
て
も
、　
一
応

は
そ
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
脈
書
、
引
書
と
い
っ

た
も
の
は
、
養
生

。
導
引
に
関
す
る
書
物
で
あ
り
、
奏
誡
書
、
蓋
底
は
そ
れ
と

は
異
な
っ
た
司
法
条
件
、
軍
事
関
係
の
問
答
の
集
積
で
あ
る
。
ま
た
算
数
書
も

私
見
で
は
官
吏
が
租
税
等
の
行
政
業
務
を
行
な
う
上
で
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
参
考
書

に
過
ぎ
ず
、
書
籍
の
範
疇
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

問
題
の

「
二
年
律
令
」
だ
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
律
令
の
抜
粋
で

あ
り
、
冊
書
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
こ
に

「
二
年
律
令
」
と
い

っ
た
仮
の
表
題
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ

が
法
典
の
名
称
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
「来
年
律

令
」
と
い
っ
た
法
典
が
漢
代
の
普
通
的
な
法
典
名
称
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の

か
に
関
し
て
極
め
て
懐
疑
的
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
名
称
が
正
式
な
法
律
の
名

称
で
あ
る
の
か
と
い
わ
れ
れ
ば
、
否
定
的
に
な
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、

以
下
に
詳
述
す
る
こ
と
が
ら
、
つ
ま
り

「
二
年
律
令
」
と
い
う
名
称
の
意
味
、

こ
の
一
連
の
法
規
が
漠
の
律
と
令
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
さ
れ
る
の
か
を
考

え
る
中
で
、　
一
層
は
っ
き
り
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
別
に

「律
令
二
十
□

種
」
（五
一
一工０

と
い
う
表
題
と

「
二
年
律
令
」
と
い
う
題
が
ど
う
関
係
す
る
の

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
五
二
六
簡
が
ど
こ
に
配
列
し
て
い
た
の
か
、
不
明
で

あ
る
こ
と
か
ら
明
確
な
解
答
を
用
意
で
き
な
い
の
だ
が
、
表
題
と
お
ぼ
し
き
二

種
の
名
称
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も

「
二
年
律
令
」
が
普
遍
的
な
法

律
も
し
く
は
法
典
の
名
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

「
二
年
律
令
」
と
い
う
表
題
の
名
称
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
ま
ず
そ

の

「
二
年
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
か
ら
述
べ
よ
う
①

「
二
年
」
の
意
味
に
つ
き
、
大
方
の
説
は
呂
后
二
年

Ω
削
一
八
工０

と
見
て

い
る
。
そ
れ
は
、
簡
八
五
簡
に
、
次
の
よ
う
な
具
律
の
一
条
に
基
づ
く
。

呂
宣
王
内
孫
、
外
孫
、
内
耳
孫
玄
孫
、
諸
侯
王
子
、
内
孫
耳
孫
、
徹
侯
子
、

内
孫
有
罪
、
如
上
造
、
上
造
妻
以
上
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
五

こ
こ
に
見
え
る

「呂
宣
王
」
と
は
、
高
祖
四
年

Ω
型

一Ｑ
じ

に
死
亡
し
た

呂
后
の
父
臨
酒
侯
呂
公
を
呂
后
元
年

Ω
副
一
八
七
）
に
追
尊
し
て
与
え
た
称
号



江陵張家山二四七号墓出土竹簡

で
あ
る

（『漢
書
』
外
戚
恩
沢
表
、
外
成
列
伝
）。
し
た
が
つ
て
、
具
律
の
こ
の
条

文
は
呂
后
元
年
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
二
年
と
は
呂
后
の
二
年

Ω
剛
一
八

一◇

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
二
四
七
号
墓
出
土
の
暦
譜
が
高
祖

五
年

盆
型

一Ｑ

し
か
ら
呂
后
二
年
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
呂
后
二
年

説
の
有
力
な
証
拠
と
な
っ
て
い
る
。

「
二
年
」
を
呂
后
二
年
と
す
る
に
、
少
数
な
が
ら
異
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る

が
、
私
は
、
コ
一年
律
令
」
の

「
二
年
」
は
、
呂
后
二
年
で
い
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
次
に
、
コ
一年
律
令
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

（１
）
呂
后
二
年
に
発
布
も
し
く
は
施
行
さ
れ
た
律
令
、
（２
）
呂
后
二
年
段
階

に
施
行
さ
れ
て
い
た
律
令
、
（３
）
呂
后
二
年
に
書
写
さ
れ
た
律
令
、
の
い
ず

れ
か
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

出
土
の
律
の
条
文
、
た
と
え
ば
秩
律
に
は
高
祖
七
年

盆
型

一〇
〇
年
）
の
長

安
遷
都
以
前
の
都
操
陽
が
ひ
き
つ
づ
き
都
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
立
法
化
さ
れ

た
条

（四
四
二
簡
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
（毘
、
雲
夢
睡
虎
地
出
上
の
秦
律
と
類

似

・
共
通
す
る
法
令
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
昌
后
二
年
に
大
々
的
な
律
令
編
纂

が
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
文
献
史
料
か
ら
は
検
証
で

き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
漢
代
に
お
い
て
は
、
律
令
が
公
布

・
施
行
さ
れ
た

年
を
も
つ
て

「某
々
年
律
」
と
い
う
呼
称
は
な
い
、
等
の
こ
と
か
ら

（１
）
の

可
能
性
は
極
め
て
少
な
く
、
選
択
肢
か
ら
除
去
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に

（３
）
で
あ
る
が
、
呂
后
二
年
に
書
写
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
換
言

す
れ
ば
呂
后
二
年
に
こ
れ
ら
の
簡
贖
が
副
葬
さ
れ
た
と
の
解
釈
も
で
き
よ
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
墓
主
に
関
す
る
暦
譜
が
呂
后
二
年
で
終
わ
つ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
コ
一年
」
と
は
副
葬
し
た
年
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
十
分
可
能

性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
間
接
的
に
は

（２
）
の
二
年
段
階
で
施
行
さ
れ
て

い
た
律
令
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
よ
う
。
昌
宣
王
の
条
文
が
呂
后
元
年
も
し
く

は
二
年
に
立
法
化
さ
れ
た
条
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
呂
后
二
年
段
階
で

施
行
さ
れ
て
い
た
律
令
と
い
う
こ
と
と
配
婦
は
き
た
さ
な
い
。
た
だ
、
命
名
者

が
、
（２
）
（３
）
ど
ち
ら
の
意
味
で

「
二
年
律
令
」
と
題
し
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
残
念
な
が
ら
判
断
で
き
な
い
。

Ⅱ
　
二
年
律
令
の
位
置
づ
け

出
土
し
た
五
二
六
本
の
簡
が
、
呂
后
二
年
段
階
で
施
行
さ
れ
て
い
た
律
だ
と

し
て
、
そ
れ
ら
は
、
当
時
の
漢
の
律
令
全
体
と
ど
の
様
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

第

一
に
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
コ
一年
律
令
」
五
二
六
本
は
、
呂

后
二
年
段
階
の
律
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
当
時
施
行
さ
れ
て
い
た
律
の
抜
粋

・

抄
録
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
令
に
関
し
て
は
、
当
時
の
令
が
津
関
令
だ
け
で

あ
っ
た
は
ず
は
な
い
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
律
も
こ
れ
が
全
て
で
あ
る

と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。
漢
高
祖
期
に
制
定
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
九
章
律

に
含
ま
れ
る
囚
律
と
厩
律
は
二
年
律
令
の
標
題
簡
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
ま
た

漢
初
の
律
は
秦
律
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
事
実
、
雲
夢
睡
虎
地
出
土

の
秦
律
、
雲
夢
龍
尚
出
上
の
秦
律
と
関
連
し
た
条
文
が
五
二
六
本
の
な
か
に
少

な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
睡
虎
地
秦
律
の
条
文
に
あ
り
、
二
年
律
令
に
は



確
認
で
き
な
い
も
の
も
多
数
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
年
律
令
二
七
種
の
各

律
を
構
成
す
る
法
規
の
数
は
、
少
な
い
も
の
は

一
条

（復
律
）
し
か
な
く
、
三

〇
条
以
上
に
達
す
る
賊
律
な
ど
と
の
間
に
、
数
の
多
寡
が
開
き
す
ぎ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
コ
一年
律
令
」
五
二
六
本
は
当
時
の
漢
律
の
中
か
ら
の

抄
録
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
そ
の
抄
録
に
か
ん
し
て
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

金
布
律
に
次
の
よ
う
な
四
本
の
簡
が
あ
る
。
Ｃ
ｌ６０
、
Ｃ
‐６７
ヽ
Ｃ
‐６６
ヽ
Ｆ
７３
の

出
土
番
号
を
も
つ
も
の
で
、
四
本
は
、　
一
応
連
続
す
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

官
烏
作
務
、
市
及
受
租
、
質
錢
、
皆
角
箭
、
封
以
令
、
丞
印
、
而
人
典
参

渉
券
之
、
軌
入
銭
垢
中
、
上
中
排
其
廷
。
質
者
勿
典
券
。
租
、
質
、
戸
賦
、

園
池
入
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
九

縣
道
官
、
勿
敢
担
用
、
三
月
童
上
見
金
、
銭
敷
二
千
石
官
、
三
千
石
官
上

丞
相
、
御
史
。
不
幸
流
、
或
能
産
抵

一
人
、
購
金
二
雨
。
払
死
者
、
購

一

雨
。
不
智
何
人
、
痴
狙
而
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
〇

護
之
。
流
者
可
極
、
同
食
、
脂
吏
及
津
書
夫
克
弗
抵
、
罰
金

一
雨
。
払
亡

船
可
用
者
、
購
金
二
雨
。
不
盈
七
丈
以
下
、
丈
購
五
十
銭
。
有
識
者
、
予

而
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三

一

自
購
之
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
二

【
官
が
製
造

・
交
易
す
る
、
お
よ
び
祖

・
抵
当
銭
を
受
け
る
際
に
は
、
す

べ
て
壺
を
用
意
し
、
令

・
丞
の
印
を
も
っ
て
封
じ
、
人
ご
と
に
参
渉
券
を

与
え
る
。
そ
の
度
ご
と
に
銭
を
重
に
入
れ
て
、
中
排
を
そ
の
廷
に
奉
る
。

抵
当
に
入
れ
た
も
の
に
は
券
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
祖

・
抵
当

・
戸

賦

・
園
地
の
入
銭
は
、
（以
上
四
二
九
簡
）

県
道
官
は
勝
手
に
使
用
し
て
は
な
ら
ず
、
三
ヶ
月
に

一
度
現
在
の
金

・
銭

の
数
量
を
二
千
石
官
に
上
申
し
、
二
千
石
官
は
丞
相

・
御
史
に
上
申
す
る
。

不
幸
に
し
て
流
さ
れ
た
と
き
、
生
存
者

一
人
を
救
出
で
き
た
も
の
に
は
、

賞
金
二
両
を
与
え
る
。
死
者
を
引
き
上
げ
れ
ば
賞
金

一
両
。
誰
か
わ
か
ら

な
い
も
の
は
、
埋
葬
し
て

（以
上
四
三
〇
簡
）

□
す
る
。
流
さ
れ
て
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
同
食

・
将
克
お

よ
び
関
替
夫

・
吏
が
引
き
上
げ
な
か
っ
た
ら
、
罰
金

一
両
。
破
船
で
使
用

で
き
る
も
の
を
引
き
上
げ
れ
ば
、
賞
金
二
両
を
与
え
る
。
船
が
七
丈
に
満

た
な
か
っ
た
ら
、
丈
毎
に
五
十
銭
の
賞
金
を
与
え
、
所
有
者
が
識
別
で
き

た
場
合
に
は
、
与
え
て

（以
上
四
二
一
簡
）

所
有
者
に
賞
金
を
支
払
わ
せ
る

（以
上
四
≡
一簡
こ

金
布
律
の
条
文
で
、
官

へ
の
入
銭
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
重

（錢
鋸
）
を

用
意
し
て
受
領
す
る
度
ご
と
に
そ
こ
に
入
金
す
る
と
い
っ
た
こ
の
規
定
は
、
雲

夢
秦
律
に
は
関
市
律
に
も
あ
が
っ
て
い
る
。

烏
作
務
及
官
府
市
、
受
銭
必
朝
入
其
銭
銹
中
、
令
市
者
見
其
入
、
不
徒
令

者
貨

一
甲
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
市
律
　
九
七

秦
律
で
は
関
市
律
に
、
漠
律
で
は
金
布
律
と
ど
う
し
て
分
か
れ
て
い
る
の
か
、

こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
い
ま
問
題
に
し
た
い
の
は
、
四
三
〇
簡
途
中
か
ら
、
つ

ま
り
訳
文
に
下
線
を
施
し
た
部
分
か
ら
、
内
容
が

一
変
し
、
賜
死
者
、
破
船
な

246
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ど
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
の
報
償

・
罰
金
な
ど
の
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
内
容
の
変
化
は
、
四
三
〇
簡
の
途
中
か
ら
生
じ
て
お
り
、
別
の
条
文
を

写
し
間
違
え
た
結
果
か
ら
こ
の
よ
う
な
事
が
出
来
し
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
四
二
九
簡
に

「典
か
琲
券
之
」
と
い
う
句
が
あ
る
が
、
こ
の
五
字
は

解
釈
が
困
難
で
、
整
理
小
組
は
、
「券
之
」
は
、
「券
書
之
」
と

「書
」
の
一
字

が
欠
落
し
て
い
る
と
見
る
が
、
雲
夢
秦
律
金
布
律
に
は
、
こ
の
参
排
券
に
関
し

て
、
「人
奥
参
排
券
」
と
二
年
律
令
と
同
じ
句
が
見
え
る
。

縣
、
都
官
坐
敷
、
計
以
負
償
者
、
已
論
、
香
夫
即
以
其
直
銭
分
負
其
官
長

及
冗
吏
、
而
人
奥
参
排
券
、
以
敷
少
内
、
少
内
以
収
責
之
。
其
入
扇
者
、

亦
官
奥
琲
券
、
入
之
。
其
債
母
敢
逮
歳
、
逮
歳
而
弗
入
及
不
如
令
者
、
皆

以
律
論
之
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
布
律
　
律
人
○
―
律
人

一

雲
夢
秦
律
と
の
整
合
性
を
勘
案
す
れ
ば
、
「奥
参
琲
券
之
」
の

「之
」
は
行

字
か
、
も
し
く
は
意
味
の
な
い
置
き
字
、
止
め
の
字
と
見
る
方
が
よ
い
か
も
知

れ
な
い
。

以
上
の
事
は
、
つ
ま
り
漠
の
律
を
抄
録
す
る
際
に
起
こ
っ
た
誤
り
、
混
乱
の

典
型
的
な
例
と
い
え
る
の
だ
が
、
こ
の
他
に
も
五
二
六
簡
の
中
に
は
、
写
し
間

違
い
、
欠
文
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
し
き
箇
所
が
い
く
つ
か
挙

げ
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
い
え
る
こ
と
は
、
出
土
の
律
令
は
、
漢
律
の
原
本
で

は
あ
り
得
ず
、
ま
た
漠
律
を
正
確
に
書
写
す
る
事
を
第

一
義
と
し
て
い
た
の
で

は
な
い
と
い
う
感
想
を
抱
か
せ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
各
律
の
採
録
条
文
数
の
不

釣
り
合
い
に
も
関
係
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
竹
簡
の
書
写
に
関
し
て
ひ
と
つ
追
記
し
て
お
く
。

「
二
年
律
令
」
五
二
六
簡
は
、　
一
人
の
書
写
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

筆
写
は
複
数
の
手
に
よ
る
。
さ
ら
に

一
つ
の
簡
の
書
写
に
関
し
て
も
そ
こ
に
複

数
の
書
写
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
別
筆
か
ど
う
か
決
め
手
に
欠
け
る

が
、
た
と
え
ば
、
七
四
簡
に
は
、
二
水
に
従
う

「盗
」
と

「水
」
に
従
う

「盗
」
の
二
種
類
の

「盗
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
違
い
が
何
を
意
味
す
る

の
か
、
わ
か
ら
な
い
が
、
興
味
深
い
こ
と
と
し
て
こ
こ
に
追
記
し
て
お
き
た
い
。

終

五
二
六
本
か
ら
な
る
二
年
律
令
、
そ
れ
は
漢
初
、
呂
后
時
代
に
施
行
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
律
と
令
の
同
時
代
資
料
で
あ
り
、
す
で
に
散
逸
し
て
し
ま

っ
た
漢
代
の
法
規
の
出
現
と
い
う
こ
と
で
、
誠
に
貴
重
な
簡
贖
で
あ
り
、
今
後

漢
代
史
研
究
は
、
法
制
、
制
度
史
分
野
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
漢
代
史
全
般
に

わ
た
っ
て
躍
進
を
約
束
す
る
も
の
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

た
だ
、
拙
論
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
出
土
の
律
令
は
、
当
時
の
律
と
令
の
全

て
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
抄
録
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
抄
録
に
は
書
写
の
誤
り
、

混
乱
も
生
じ
て
い
る
。
ま
た
採
録
さ
れ
た
条
文
も
二
七
種
の
律
の
な
か
で
数
は

一
定
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
二
四
七
号
墓
に
副
葬
さ
れ
た
五
二
六
本
の
律
令
は
、

ど
う
い
っ
た
基
準
で
抄
録
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
竹
簡
の
書
き
手
が
漢
律
の
条
文

を
守
る
べ
き
準
則
で
あ
る
法
律
と
の
認
識
の
も
と
、
竹
簡
に
筆
写
し
た
の
か
、



こ
の
疑
問
に
関
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
解
答
が
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
コ
一

年
律
令
」
は
、
な
に
か
明
確
な
方
向
性
が
あ

っ
て
関
係
し
た
法
律
の
条
文
を
集

め
て
埋
葬
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
律
の
選
択
は
あ
く
ま
で
任
意

で
あ
り
、
書
き
手
は
、
法
律
を
専
門
と
し
、
そ
れ
を
日
常
に
利
用
し
て
い
た
者

で
は
な
い
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
何
故
、
コ
一年
律
令
」
五
二
六
本
を
竹
笥
の
中

に
い
れ
て
、
副
葬
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
律
令
を
な
ぜ

誰
も
見
な
い
、
ま
た
利
用
し
な
い
墓
の
中
に
埋
葬
し
た
の
か
、
律
令
副
葬
の
目

的
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

副
葬
品
と
し
て
墓
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
法
律
は
、
コ
一年
律
令
」
に
先

立
ち
、　
一
九
七
五
年
出
土
の
雲
夢
睡
虎
地
秦
律
、
ま
た

一
九
八
九
年
に
出
上
し

た
雲
夢
龍
尚
秦
律
が
あ
っ
た
。
雲
夢
睡
虎
地
秦
律
が
発
見
さ
れ
た
と
き
、
何
故

大
量
の
秦
律
を
遺
体
と
と
も
に
棺
の
中
に
納
め
た
の
か
に
つ
い
て
、
大
方
の
見

方
は
、
墓
主
が
司
法
関
係
の
書
記
で
あ
り
、
生
前
利
用
し
た
律
を
死
後
の
世
界

で
も
使
う
た
め
だ
、
も
し
く
は
死
者
が
生
前
使

っ
て
い
た
記
念
に
副
葬
し
た
と

言
う
説
明
で
あ
っ
た
。

私
は
、
そ
れ
に
関
し
て
最
近
、
複
数
の
機
会
を
利
用
し
て
私
見
を
提
示
し
て
、

墓
主
の
生
前
の
生
活
、
役
職
と
法
律
の
副
葬
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

て
き
た
。
律
令
は
鎮
墓
、
辟
邪
の
目
的
で
副
葬
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
法
律
に
関

し
て
い
え
ば
、
現
世
に
お
い
て
悪
し
き
行
為
の
威
嚇
と
し
て
の
効
果
を
も
つ
律

や
令
が
、
黄
泉
の
世
界
で
の
邪
気

。
悪
霊
に
対
す
る
威
嚇
に
転
用
し
た
も
の
、

つ
ま
り
魔
除
け
、
辟
邪
の
目
的
が
副
葬
品
と
し
て
の
法
律
で
あ
っ
た
と
。

こ
の
考
え
は
、
現
在
で
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
考
え
て
こ
そ
、
コ
一年
律

令
」
の
条
文
に

一
貫
性
が
無
く
、
意
に
任
せ
た
選
択
で
あ
り
、
ま
た
書
写
に
混

乱
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

辟
邪
は
ひ
と
り
律
令
ば
か
り
で
は
な
い
。
書
籍
の
副
葬
は
、
こ
れ
ま
で
多
種

に
わ
た
る
も
の
が
出
土
し
て
き
た
。
兵
法
書
、
医
書
、
経
書
さ
ら
に
は
、
王
杖

授
与
に
関
す
る
文
書
な
ど
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
事
実
二
四
七
墓
か
ら
も

「
二
年
律
令
」
の
他
に
、
引
書
、
脈
書
、
さ
ら
に
は
算
数
書
が
副
葬
さ
れ
て
い

た
。
引
書
な
ど
の
医
薬

。
養
生
関
係
の
書
が
も
つ
群
邪
の
効
力
は
理
解
で
き
る

と
し
て
、
算
数
書
が
も
つ
鎮
墓
の
役
割
に
関
し
て
、
私
自
身
明
確
な
解
答
を
出

せ
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
て
お
く
が
、
副
葬
品
の
リ
ス
ト
で
あ
る
遣
策

を
除
く
副
葬
品
と
し
て
の
書
物
、
記
録
は
、
や
は
り
鎮
墓
の
役
割
を
期
待
さ
れ

て
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

書
物
に
な
に
か
宗
教
的
呪
術
力
が
備
わ
っ
て
お
り
、
邪
気
払
い
の
力
が
属
性

と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
儒
教
の
教
典
の
ひ
と
つ

『孝
経
』
が
そ
う
で

あ
り
、
ま
た
道
家
の
書

『老
子
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
六
朝
時
代
の
文
献
史
料

か
ら
は
、
『孝
経
』
が
副
葬
さ
れ
た
と
い
う
記
事
を
少
な
か
ら
ず
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た

『老
子
』
に
か
ん
し
て
は
、
近
年
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
か
ら
吊

書

『老
子
』
が
出
現
し
た
こ
と
、
記
憶
に
新
し
い
。
『老
子
』
や

『孝
経
』
に

そ
な
わ
る
宗
教
的
呪
術
力
は
鎮
墓
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

一

歩
進
ん
で
、
学

・
知
が
も
つ
尊
厳
性
が
邪
悪
を
遠
ざ
け
、
そ
の
侵
入
を
抑
止
す
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る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
漠
末
、
黄
中
の
乱
の
中
、
大
儒
鄭
玄
は
黄
巾
の
賊
数
万
と
出
く
わ
す
が
、

賊
は
鄭
玄
に
拝
礼
し
て
、
県
内
に
は
侵
入
し
な
い
と
約
し
た
こ
と

（
『後
漢
書
』

鄭
玄
伝
）、
お
な
じ
く
黄
巾
の
賊
は
儒
者
孫
期

の
里
を
通
過
し
た
が
、
孫
先
生

の
居
所
に
は
危
害
を
加
え
な
い
こ
と
を
約
束
し
た

（
『後
漢
書
』
儒
林
伝
）、
王
奔

の
末
年
の
赤
眉
の
賊
に
捕
ま

っ
た
包
咸
は
、
朝
夕
経
書
を
朗
読
し
て
い
て
、
賊

は
彼
を
釈
放
し
た

（
『後
漠
圭
里

儒
林
伝
）、
こ
れ
ら
は
、
学

・
知
が
あ
た
え
る
畏

怖
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
学

・
知
の
表
象
で
あ
る
書
物
の
副
葬
も
、
書

物
が
も

つ
尊
厳
と
長
怖
に
に
よ
り
冥
界
に
お
け
る
賊

釜
心霊
）
を
払
う
意
図
を

込
め
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
１
）

剤
州
地
区
博
物
館

「江
陵
張
家
山
三
座
漢
墓
出
土
大
批
竹
簡
」
亀
文
物
』

一
九

八
五
十

こ

張
家
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組

「江
陵
張
家
山
漠
街
概
述
」
Ｇ
文
物
』

一
九
八
五
十

こ

膨
浩

「湖
北
江
陵
出
土
前
漢
簡
贖
概
説
」
（大
庭
脩
編
輯

『漢
簡
研
究
の
現
状
と
展

望
』

一
九
九
三
、
関
西
大
学
出
版
会
）

李
学
勤

「江
陵
張
家
山
二
四
七
号
漢
律
竹
簡
に
つ
い
て
」
（同
右
）

（２
）

剤
州
地
区
博
物
館

「江
陵
張
家
山
雨
座
漢
墓
出
土
大
批
竹
簡
」
翁
文
物
』

一
九

九
二
十
九
）

膨
浩

「湖
北
江
陵
出
土
前
漢
簡
贖
概
説
」
（同
前
）

（
３
）

二
年
律
令
の
訳
注
に
か
ん
し
て
は
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
班

「三

国
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
」
（班
長
、
冨
谷
至
）
で
共
同
研
究
を
す
す
め
、

そ
の
成
果
は
、
「江
陵
張
家
山
漢
墓
出
土

「二
年
律
令
」
訳
注
稿
　
そ
の

答
一
と

会
東
方
学
報
』
京
都
　
七
六
、
三
〇
〇
四
）、
「江
陵
張
家
山
漠
墓
出
土

「
二
年

律
令
」
訳
注
稿
　
そ
の

（二
産

（
『東
方
学
報
』
京
都
　
七
七
、
二
〇
〇
五
）
に

お
い
て
順
次
発
表
し
て
き
た
。
拙
論
は
、
こ
の
共
同
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
律
令
各
条
文
の
よ
り
詳
細
な
解
釈
等
は
、
『東
方
学
報
』
に
発

表
し
た
二
編
の
訳
注
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
「訳
注
稿
　
そ
の

（
一
と

に
は
、
宮
宅
潔

「張
家
山
漢
簡

《
二
年
律

令
》
解
題
」
を
付
し
て
い
る
。

（
４
）
　

『大
阪
産
業
大
学
論
集
』
人
文
科
学
編
　
一
一
五
、
二
〇
〇
五

（
５
）

た
と
え
ば
、
陳
偉
　
「張
家
山
漢
簡

《
津
関
令
》
渉
馬
諸
令
研
究
」
亀
考
古
学

報
』
二
〇
〇
三
年
第

一
期
）
は
、
独
自
の
配
列
に
基
づ
き
、
考
証
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。

（
６
）

エ
ノ

・
ギ
ー
レ

「
「郵
」
制
孜
―
秦
漢
時
代
を
中
心
に
―
」
３
東
洋
史
研
究
』

六
三
十
二
、
二
〇
〇
四
）
二
三

一
頁
、
注

（
３２
）
参
照

（
７
）
　

「算
数
書
」
と
い
う
表
題
は
簡
番
号
六
の
裏
面
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

最
初
の
項
目
で
あ
る

「相
乗
」
の
第
六
簡
の
裏
面
で
あ
り
、
「相
乗
」
は
六
本
の

簡
か
ら
な
る
。
「相
乗
」
の
章
は
、
算
数
書
の
最
後
に
位
置
す
る
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
、
示
意
図
を
み
れ
ば
、
出
上
位
置
Ｈ
９
は
、
冊
書
の
最
後
と
は
な
っ

て
い
な
い
。
ま
ず

「相
乗
」
の
六
簡
が
書
か
れ
、
六
簡
の
背
面
に
題
を
記
し
た
後
、

何
ら
か
の
事
情
で
、
以
後
の
簡
が
書
き
足
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
８
）
　

『木
簡
と
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
』
（岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
）
七
三
頁
―
八

一
頁

（
９
）

森
谷

一
樹

「張
家
山
漢
簡

・
秩
律
初
探
」
翁
洛
北
史
学
』
六
号
、
二
〇
〇
四
）

三
五
頁
十
三
六
頁
、
参
照

（
１０
）
　

『訳
注
　
中
国
歴
代
刑
法
志

（補
産

解
説
、
『韓
非
子
―
不
信
と
打
算
の
現
実

主
義
』
（中
公
新
書
、
二
〇
〇
三
）

（
１１
）

吉
川
忠
夫

「六
朝
時
代
に
お
け
る

『孝
経
』
の
受
容
」
亀
六
朝
精
神
史
研
究
』

同
朋
舎
、　
一
九
人
四
）
参
照




